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研究成果の概要（和文）：本研究では，大学生と一般国民を対象に取調べや刑罰に対する国民の

意見を検討した．一般的な取調べ手法に関する研究から，参加者が積極的傾聴の手法を，有罪

の被疑者から自白を得るのに効果的でかつ虚偽自白を得にくいとみなし，最も好ましい手法と

認識していることが示された．具体的な殺人事件概要と取調べ手法を提示した研究では，参加

者は対抗的な取調べを最も適正ではなく，自白を信用できないとみなしていた．さらに被疑者

の有罪の判断には参加者の性別と取調べ手法が影響していることが示された． 
 
 
研究成果の概要（英文）：This study examines public opinions about interrogation 
techniques and sentencing by surveying both university students and the general 
public. The studies on the general interrogation techniques showed that the 
participants regarded “Active listening” —which is most likely to elicit true 
confessions from guilty suspects and least likely to elicit false confessions from 
innocent suspects— as the most preferable technique. The study examining specific 
murder cases and interrogation styles demonstrated that the participants considered 
the confrontational type of interrogation technique to be the least fair and believed 
that the confessions elicited from this technique were the least truthful. In addition, 
the gender of the participants and the type of interrogation techniques used 
influenced the participants’ decisions regarding suspects’guilt or innocence. 
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１．研究開始当初の背景 

2009 年より裁判員制度が開始し，国民の
司法への参加が推進されることとなった．そ
れに伴い，国民が刑事捜査や裁判に対してど
のような態度や認識を持っているかを理解
することは，法執行機関にとって重要なこと

である．欧米では犯罪や警察活動，裁判，保
護観察などの司法過程に関して，国民がどの
ような態度や意見を抱いているかについて
盛んに研究が行われてきた．しかし，日本で
はそのような研究はあまり行われてこなか
った．特に，国民の取調べに関する意見の研
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究に関して，日本ではこの分野の研究は存在
していない．欧米でも，陪審員の意思決定と
いう研究分野で少数の先行研究があるのみ
である．従って，裁判員裁判における国民の
意思決定の理解に役立たせるためにも，日本
国民が刑事捜査や裁判に対してどのような
意見を持っているかを検討する必要がある． 
 
２．研究の目的 
本研究では取調べや判決に対する国民の

意見を検討することを目的としている．特に，
以下の 2 点に関して検討を行う．第一に，警
察官の取調べスタイルにより，国民が被疑者
が自供すると予想する程度，自供した場合裁
判で証拠として認められると思う程度等が
異なるかを検討し，国民が公正で効果的とみ
なす取調べスタイルを明らかにする．第二に，
国民の刑罰の判断に影響を与えている要因
を明らかにする． 
 
３．研究の方法 
 本研究では，大学生対象の調査と一般人対
象の調査を行った．一般人対象の調査の一部
は大学生対象の調査の追試である．以下では
調査ごとに説明する． 
(1) 大学生対象の調査 
①対象：都内の心理学専攻の成人大学生 75
名．男性 36 名（48.0％）であり，平均年齢
21.2歳（SD = 3.0，中央値 = 21，レンジ = 
20-45）．学年は，大学 2年生 20 名（26.7％），
3 年生 34 名（45.3%），4年生 20 名（26.7％），
聴講生 1 名（1.3％）であった．サンプルの
すべてが日本国籍であった．また，すべての
参加者が裁判員を経験したことがなかった． 
②資料と手続き：犯罪心理学の授業時間内に
実施した．参加は任意であり，同意が得られ
たものには同意書に署名をした上で調査票
への記入を依頼した．調査票は合計 8ページ
からなっており，以下の 3つのセクションに
分かれている：（ア）一般的な取調べ手法に
関する質問，(イ）架空の殺人事件の被疑者
に対する具体的な取調べスタイルに関する
質問，(ウ）参加者の属性に関する質問であ
る． 
セクション(ア) の一般的な取調べ手法は，

Wachi et al. (2012)で行った取調べ官対象
の調査で利用した手法を用いた．これは 39
項目からなっており，参加者に「一般的に被
疑者を取り調べる際，以下の方法はどの程度，
適正だと思うか」を 5 段階評定（1＝「非常
に適正だ」から 5＝「全く適正ではない」）で
尋ねた．またWachi et al. (2012)の研究よ
り，因子分析を行った結果 39 項目のうち 27
項目が 5 因子 1（「証拠の提示」因子，「直面」

                                                   
1  「証拠の提示」は，証拠の利用と関係している手法，

「直面」とは被疑者と対峙するような手法，「積極的傾

因子，「関係構築」因子，「積極的傾聴」因子，
「事件の話題」因子）にわかれることが示唆
されたため，この 27項目に対して以下の質
問を行った：以下の取調べ手法に関して，「犯
人（つまり本当に犯罪を犯した人）に自白さ
せる（罪を認めさせる）のに，どの程度有効
だと思うか」「無実の被疑者（つまり取調べ
を受けてはいるが，実際は無実の人）を過っ
て自白させてしまう可能性があると思うか」
という質問である．参加者には，それぞれ 5
段階評定（前者は 1＝「非常に有効だ」から
5＝「全く有効でない」，後者は 1＝「非常に
そう思う」から 5＝「全くそう思わない」）で
回答してもらった． 
セクション(イ)では，殺人事件の簡単な描

写と 3種類の取調べ手法のうち 1つの取調べ
手法の描写を各参加者に提示した．3種類の
取調べ手法は，Wachi et al. (2012)で得ら
れた手法のうち，関係重視の取調べ，証拠重
視の取調べ，対抗的な取調べ手法である．こ
れらの事件描写と取調べの描写はオリジナ
ルに作成したものである．各参加者はこれら
の手法のうちの 1 つを無作為に提示された．
ただし，このセクションは「(2)一般国民対
象の調査」の調査票作成のための予備調査と
位置づけているため，このセクションの結果
は記載しない． 
セクション(ウ)では，参加者に性別・年

齢・学年・国籍・裁判員経験の有無を尋ねた．
さらに，警察官に対してどのような感情を持
っているかを 7 段階評定（1＝「非常に好き
だ」から 7＝「非常に嫌いだ」）で評定しても
らった． 
 
(2) 一般国民対象の調査 
①対象：日本全国の成人を対象に，インター
ネット調査を実施した．インターネット調査
に参加した者のうち，裁判員に選ばれる条件
に当てはまらない者，欠損値が多かった者，
MMPIの Lie尺度で 10点以上の者（標準化デ
ータの平均より 2SD以上高い者）を除き，767
名の回答を以下の分析に利用した． 
参加者は 47 都道府県に渡り，男性 337名

（43.9％）であり，平均年齢 41.0歳（SD = 11.4，
中央値 = 40，レンジ = 20-69）, 有職者 489
名（63.8％）であった．最終学歴は大卒また
はそれ以上が 314名（40.9％），裁判員経験
者は 2名であった． 
②資料：調査項目は以下の 4 つのセクション
に分かれている：(ア)一般的な取調べ手法に
関する質問，(イ)架空の殺人事件の容疑者に
対する具体的な取調べスタイルに関する質
問，(ウ)社会的望ましさを測定するための質

                                                                        
聴」は事件との関係の有無に関わらず被疑者の話を積極

的に聴く手法，「関係構築」は取調ベ官が積極的に被疑

者と良い関係を築こうとする手法，「事件の話題」は取

調べ官が事件を正面から取り扱う手法である． 



問，(エ)参加者の属性に関する質問である． 
セクション(ア)では（1）の大学生対象の

調査と同じ質問項目を利用した． 
セクション(イ)では，道具的なタイプの殺

人事件と表出的なタイプの殺人事件の 2種類
のタイプの事件概要と，Wachi et al. (2012)
の研究から得られた 4種類の取調べスタイル
の計 8タイプの組み合わせの中から，１つの
組み合わせを参加者に無作為に割り当てた．
4 種類の取調べスタイルは(1)の大学生対象
の調査で利用した 3種類の取調べスタイルに，
特別な手法を利用しない取調べを加えたも
のである．この最後の取調べを割り当てられ
た参加者はコントロール群としての役割を
担っている． 
以下に参加者に提示した 2種類の殺人事件

と，4 種類の取調べスタイルを簡単に説明す
る．なお，これらの事件描写と取調べの描写
は，（1）の大学生対象の調査をもとに，オリ
ジナルに作成したものである．道具的なタイ
プの殺人事件では，容疑者が失業し借金苦か
ら高齢の男性を殺害し，殺害後被害者の銀行
口座から預金を引き出すという事件の描写
を提示した．表出的なタイプの殺人事件では，
詐欺グループの一員であった容疑者が先輩
からの恐喝や暴行に耐えられなくなり，先輩
を殺害し山林に遺棄するという事件の描写
を提示した．取調べスタイルの描写は上記 2
種類の事件ともに似た描写になるよう作成
した．証拠重視の取調べでは，取調べ官がま
ず容疑者の供述を聞き，その後に防犯カメラ
の映像や DNA型鑑定の結果等の証拠を被害者
にあてるという取調べを提示した．関係重視
の取調べでは，取調べ官が容疑者を人間とし
て尊重し，容疑者の家族や悩みなどプライベ
ートな話を親身に聴き，また，容疑者の良心
に訴えるという描写を提示した．対抗的な取
調べでは，容疑者の曖昧な態度に取調べ官が
怒りを示したり，イライラしたり，容疑者の
供述を途中で遮り嘘をついていることがわ
かるというような取調べを提示した．最後に
コントロールの取調べでは，容疑者の供述を
聞いた後に，事件を起こしたかどうか尋ねる
という取調べを提示した． 
このような事件概要と取調べ手法を提示

したあと，この取調べ手法が適正だと思うか，
誘導的だと思うか等の質問項目を提示し，参
加者に 7 段階評定（1＝「非常にそう思う」
から 7＝「全くそう思わない」）で評定しても
らった．なお，質問項目の詳細は「４．研究
成果」を参照されたい． 
なお，(ア)の一般的な取調べ手法に関する

質問と(イ)の具体的な取調べスタイルに関
する質問が相互に影響することを考慮し，半
数の参加者には(ア)(イ)の順で，残りの参加
者には(イ)(ア)の順で質問項目を提示した． 
セクション(ウ)では社会的望ましさを測

定するための指標として，MMPIの Lie尺度を
利用した． 
セクション(エ)では，参加者に，職業・学

歴・国籍・警察官による面接の経験の有無・
裁判員経験の有無等を尋ねた．さらに，警察
官に対する感情を(1)の調査と同様，7段階評
定で尋ねた． 
 
４．研究成果 
(1) 大学生対象の調査 
39 項目の取調べ手法の適正さに関して，

90％以上の参加者が「非常に適正だ」または
「適正だ」を選択した項目は，多いものから
順に「被疑者の話を時間をかけて傾聴した
（全体の 96％）」「被疑者の身上について下調
べをして，情報を頭に入れた（全体の 92％）」
「被疑者を人間として尊重した（全体の
91％）」であった．それとは対照的に，5％以
下の参加者しか「非常に適正だ」または「適
正だ」を選択しなかった項目は「被疑者に大
きな声をあげた（全体の 1.3％）」「被疑者に
対して怒りの感情を示した（全体の 1.3％）」
「被疑者が否定したり反論するのを途中で
遮った（全体の 1.3％）」であった． 

次に，警察官に対する感情で取調べ手法へ
の評価が異なるかを検討するために，警察官
への感情を評定する項目で，1，2，3 を選択
したものを肯定的感情群，5，6，7 を選択し
たものを否定的感情群として，平均点をｔ検
定で比較した．その結果, 肯定的感情群と否
定的感情群で統計的に有意な差があったも
のは以下の項目である：「事件に直接関係の
ない話でも，被疑者の話を聞いた(t(15.5) = 
-2.20, p <.05, r = .49）」「被疑者にとって
の重要人物（両親，配偶者，子など）の話を
聞いた(t(42) = -2.38, p < .05, r = .34)」
「被疑者の生い立ち等，内面的な話を聞いた
(t(42) = -2.60, p < .05, r = .37)」「被疑
者の沈黙に合わせて，取調べ官も沈黙した(t 
(26.14) = -2.28, p < .05, r = .41)」であ
る．これらの項目すべてに対して，警察官に
対して否定的な感情を持っている参加者の
方が，警察官に対して肯定的な感情を持って
いる参加者に比べて，より「適正ではない」
と考えていることが示された． 
次に，適正さ，有罪の被疑者，無実の被疑

者の場合に関して，Wachi et al. (2012) で
得られた 5因子（表 1参照）について，対応
のある一要因分散分析を行った．適正さに関
して，Mauchly の球面性検定の結果，球面性
が仮定されなかったため， Greenhouse- 
Geisser による自由度の修正をして分散分析
を行った．その結果， 5因子は有意に異なっ
ていた, F (3.60, 266.14）= 167.17, p < .001，
η2 = .693.多重比較の結果，積極的傾聴因子
は事件の話題因子，関係構築因子，直面因子
より有意に適正とみなされた．証拠の提示因



子及び事件の話題因子は，関係構築因子，直
面因子より有意に適正とみなされた．さらに，
関係構築因子は直面因子より有意に適正と
みなされた（表 1参照）. 

 
表 1 大学生を対象とした，取調べの適正さ
と有罪/無罪の被疑者の自白のしやすさに対
する認識の平均得点（標準偏差） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
また，有罪の被疑者に対する取調べ手法に

関して分散分析を行った結果，5 因子は有意
に異なっていた,F (4, 296）=155.29, p < .001, 
η2 = .677. 多重比較の結果，証拠の提示因
子は他の 4因子より有意に有罪の被疑者から
自白を導くのに効果的だとみなされた．積極
的傾聴因子，事件の話題因子は関係構築因子，
直面因子より有意に効果的だとみなされ，関
係構築因子は直面因子より有意に効果的と
みなされた（表 1参照）． 

さらに，無実の被疑者に対する取調べ手法
に関しても同様の分析を行った． Mauchlyの
球面性検定の結果，球面性の仮定が満たされ
ていなかったため， Greenhouse-Geisser に
よる自由度の修正をして分散分析を行った．
その結果，無実の被疑者に対する取調べ手法
に関して 5 因子は有意に異なっていた, F 
(3.16, 234.05）= 107.38, p < .001, η2 = .591.
多重比較の結果，直面因子は他の４因子より
有意に無実の被疑者を虚偽自白に導きやす
いとみなされた．証拠の提示因子は，事件の
話題因子・積極的傾聴因子・関係構築因子よ
り有意に虚偽自白に導きやすいとみなされ，
事件の話題因子は関係構築因子・積極的傾聴
因子より有意に虚偽自白に導きやすいとみ
なされた（表 1 参照）． 

最後に，有罪の被疑者，無実の被疑者から
の自白の得やすさに関して，警察官への感情
によって分類した肯定的感情群と否定的感
情群で差異があるかを検討した．5 因子の平
均得点に関してｔ検定を行った結果，有罪の
被疑者に対して自白を導きやすいかどうか
を尋ねた場合，積極的傾聴因子でのみ，肯定
的感情群と否定的感情群で有意差が見られ
た (t(42) = -2.35, p < .05, r = .34)．警
察官へ肯定的感情をもっている群の方が否
定的感情を持っている群より，有罪の被疑者
に対して積極的傾聴を有意に効果的だと判
断していた．一方，無実の被疑者を虚偽自白
に導いてしまうかに関しても両群の差異を

検討するためにｔ検定を行って比較したと
ころ，どの因子に対しても有意差は見られな
かった．つまり，無実の被疑者に対しては，
警察官に対する感情で，取調べ手法の評価に
差がないことが示された． 
 
(2) 一般国民対象の調査 
最初に上記の大学生対象に行った調査と

同様の分析を，一般国民対象に行った調査項
目(ア)に対して実施した．適正さ，有罪容疑
者，無実容疑者の場合別に，上記 5因子につ
いて対応のある一要因の分散分析を実施し
た．3 つの場合すべてにおいて，Mauchly の
球面性検定の結果，球面性が仮定されなかっ
たため，Greenhouse - Geisserによる自由度
の修正をして分析を行った．その結果，適正
さ，有罪容疑者，無実容疑者のすべての場合
において，5 因子は有意に異なっていた,  F 
(3.33, 2515.97）= 740.12, p < .001，η2 = .495，
F (3.15, 2396.73) = 628.70, p < .001，η
2 = .452，F (2.45, 1861.18）= 340.20, p < .001，
η2 = .309．多重比較の結果を表 2 に示す．
適正さに関しては，積極的傾聴・事件の話題
が同程度に適正だとみなされた．有罪容疑者
に関しては，証拠の提示，積極的傾聴，事件
の話題が同程度に自白に導くのに有効とみ
なされた．一方，直面が無実の容疑者を虚偽
自白に導く可能性が高いとされ，積極的傾聴
が最も虚偽自白に導きにくいとみなされた 
 
表 2 一般国民を対象とした，取調べの適正
さと有罪/無罪の被疑者の自白のしやすさに
対する認識の平均得点（標準偏差） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表 3 警察官肯定群・否定群ごとの有罪容疑
者・無実容疑者の自白の引き出しやすさの認
識の平均得点（標準偏差） 

肯定群
(n=275)

否定群
(n=222) t値

肯定群
(n=273)

否定群
(n=222) t値

証拠の提示 2.19
(0.60)

2.52
(0.75)

-5.23*** 2.58
(0.74)

2.57
(0.88)c

0.03

直面
3.36

(0.76)a

3.58
 (0.71) -3.36** 2.26

(0.76)
2.26

(0.94) -0.08

積極的傾聴
2.21

(0.63)
2.50

(0.72) -4.81*** 3.32
(0.83)

3.21
(0.80) 1.35

関係構築
2.73

(0.53)
2.86

(0.50) -2.79**
3.20

(0.57)b

3.13
(0.59) 1.47

事件の話題
2.28

(0.68)a

2.50
(0.75) -3.37** 3.07

(0.78)
2.94

(0.80) 1.87

a: n=274, b: n=272, c: n=220
** p  < .01. *** p  < .001.

有罪容疑者 無実容疑者

 



さらに，（1）の大学生対象の調査と同様に，
警察官への感情が有罪容疑者・無実容疑者の
自白の引き出しやすさに関する認識に影響
があるかをｔ検定を行って検討した．その結
果，有罪の容疑者に関しては，肯定群はすべ
ての因子をより有効だとみなしていた．一方，
無実の容疑者に関しては，統計的に有意な差
は見られなかった（表 3参照）． 
 次に，架空の殺人事件に対する具体的な取
調べ手法に関する質問(イ)についての分析
結果を示す．以下の７項目に関して，異なる
取調べ手法のグループ（証拠重視の取調べ
群・関係重視の取調べ群・対抗的な取調べ
群・コントロール群）ごとに，被験者間の一
要因の分散分析を実施した；取調べ手法は①
適正だと思うか，②誘導的だと思うか，③高
圧的だと思うか，④実際に犯罪をした人を自
白に導くのに有効と思うか．さらに，容疑者
が上記取調べで自白した場合，その自白が⑤
信用できると思うか，⑥自発的になされたも
のと思うか，⑦裁判で認められると思うか，
である． 
 分散分析の結果，すべての項目に関して，
統計的に有意な結果になった．多重比較の結
果，上記項目①③⑥⑦に関して，対抗的な取
調べを提示された群は，他の群に対して有意
な差を示した（表 4参照）．  
 
表 4 異なる取調べ手法のグループごとの各
質問項目に対する平均得点（標準偏差） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 対抗的な取調べ群は，この取調べ手法を有
意に適正ではなく，高圧的で，この取調べの
手法で得られた自白は自発的とは言えず，裁
判でも信用できないとみなした．また，項目
②取調べが誘導的かに関して，対抗的な取調
べ群は有意に誘導的であるとみなし，次に，
証拠重視の取調べ群・関係重視の取調べ群が
同程度に誘導的であるとみなし，コントロー
ル群が最も誘導的でないとみなすという結
果になった．取調べが有罪の被疑者の自白を
導くのに有効か(項目④)に関しては，証拠重

視の取調べ群と関係重視の取調べ群が他の
２つの群よりも有意に有効であるとみなし
た．項目⑤自白が信用できるかに関しては，
証拠重視の取調べ群は，この手法で得られた
自白が有意に信用できるとみなし，対抗的な
取調べ群は他の 3群に比べて有意に自白を信
用できないとみなしていた． 
 さらに，刑罰に対する国民の意見に影響を
与える要因を検討するために，「容疑者が上
記取調べで自白した場合，裁判では判決はど
のようになると思うか」という回答（有罪・
無罪）を従属変数，性別，年齢，職業（有職，
無職/学生），婚姻関係（既婚，未婚），最終
学歴（中卒/高卒/高専卒/専門学校卒，短大
卒/大卒以上），取調べ手法（証拠重視，関係
重視，対抗的，コントロール）を独立変数と
して，ロジスティック回帰分析を実施した結
果，有意なモデルを得た，χ²(8) = 30.81, p 
<.001. 表 5 に示されているように，容疑者
を無罪と判断する際，性別と取調べ手法が有
意に関係していることが示された．男性は女
性よりも 2.36倍容疑者を無罪とみなす傾向
があり，対抗的な取調べを提示された群は，
コントロール群よりも 2.13 倍容疑者を無罪
とみなす傾向があった．性別・取調べ手法に
関して，有罪・無罪を選択したものの人数と
割合を表 6に示す． 
 
表 5 有罪・無罪の判決を予測するロジステ
ィック回帰分析の結果 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表 6 性別・取調べ手法の群ごとの，有罪・
無罪と判定した人数と割合 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3)研究のまとめ 
本研究では，大学生と一般国民を対象に，

取調べ手法や刑罰に対して国民がどのよう
な意見を持っているかを検討した．まず，
Wachi et  al. (2012)で提示された取調べ手



法 5因子（「証拠の提示」因子，「直面」因子，
「関係構築」因子，「積極的傾聴」因子，「事
件の話題」因子）に関して，大学生および一
般国民がどのような意見を持っているかを
検討した．その結果，大学生と一般国民とも
にほぼ同様の結果が得られた．適正さに関し
ては，積極的傾聴因子が最も適正であり，直
面因子が最も適正ではないという結果にな
った．また，有罪の被疑者からの自白の得や
すさに関しては，大学生の場合は，証拠の提
示因子が最も自白を得やすく，次に積極的傾
聴因子，事件の話題因子が同様に自白を得や
すいとみなされたのに対し，一般国民では証
拠の提示因子，積極的傾聴因子，事件の話題
因子すべてが同様に最も自白を得やすいと
みなされた．ただし，最も自白が得にくいの
が直面因子であり，その次に自白が得にくい
のは関係構築因子であるという結果は，大学
生・一般国民同様であった．無実の被疑者に
関しては，大学生・一般国民ほぼ同様の結果
が得られ，直面因子が最も虚偽自白を得やす
いと判断され，次に証拠の提示因子，さらに
事件の話題因子が続いた．このように，積極
的傾聴因子は，最も適正とみなされ，さらに
最も虚偽自白を得にくく，有罪の被疑者から
も自白を得やすいと判断されたことから，国
民が最も好ましい手法と判断していること
が示された．さらに，警察官への感情が取調
べ手法の判断に影響を与えていることも示
唆され，この結果は一般国民対象の調査の方
でより明らかであった；警察官に肯定的な感
情を持っている者の方が否定的な感情を持
っている者より，有罪の被疑者から自白を得
る際，すべての手法がより効果的だとみなし
ていた．一方，無実の被疑者に関しては，警
察官への好悪の感情による差異は見られな
かった． 
 さらに，架空の殺人事件の描写を提示した
調査では，国民は他の取調べ手法と比較して，
被疑者に対抗する取調べをより適正ではな
く，誘導的で高圧的であり，その取調べによ
って得られた自白がより信用できず，さらに
は裁判でも認められないとみなしていた．一
方，証拠重視の取調べと関係重視の取調べは
ともに，適正であり，自白を得るのに有効で
あり，自白も信用できるとみなされた．被疑
者の判決に関する意見においても，取調べの
手法によって違いが見られ，被疑者がたとえ
自白したとしても，対抗的な取調べでは被疑
者を無罪であるとみなす傾向がよりみられ
た．一方，性別以外の属性は被疑者が有罪で
あるか否かの判断には影響していないこと
が示された．これらの結果は，取調べ手法と
いう警察がコントロールできる要因が，一般
国民の取調べの適正さの判断だけでなく，裁
判の判決にも影響を与えることが示されて
おり，適正な取調べ手法を警察が積極的に利

用していくことの重要性が示されたと言え
る． 
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